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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の基地局との間で無線通信を行う無線通信機能と、当該無線通信以外の所定の機能
とを備える複合端末の制御方法において、
　上記複合端末に無線通信用の識別データが記憶されていることにより、上記基地局を経
由して他の情報端末との無線通信を行うことができる第１の所定機能に関する登録処理が
管理センタにおいて行われていると判断し、
　上記識別データが記憶されていないことで、上記第１の所定機能を実行して上記他の情
報端末との無線通信を行うことが前記管理センタによって許可されないと判断された場合
に、上記第１の所定の機能を実行できないように制限するとともに、上記無線通信以外の
第２の所定機能を実行できないように制限するようにし、
　上記第１の所定機能に関する登録処理が上記管理センタにおいて行われており、上記無
線通信を使った第１の所定機能が実行可能であると判断された場合に、上記無線通信以外
の第２の所定機能を実行可能にするようにした
　複合端末の制御方法。
【請求項２】
　請求項１記載の複合端末の制御方法において、
　上記無線通信を使った第１の所定機能に関する登録処理が行われている場合であっても
、更に上記基地局との通信による無線電話としての発信又は着信が行われない期間が、予
め設定された所定期間以上であるとき、上記第２の所定機能を実行する処理を制限するよ
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うにした
　複合端末の制御方法。
【請求項３】
　所定の基地局との間で無線通信を行う無線通信機能と、当該無線通信以外の所定の機能
とを備える複合端末の制御方法において、
　上記複合端末で無線通信用の基地局から当該複合端末の位置登録を拒否するデータを受
信したことで、上記基地局を経由して他の情報端末との無線通信を行うことができる第１
の所定機能に関する登録処理が管理センタにおいて行われていないと判断し、
　そのために、上記第１の所定機能を実行して上記他の情報端末との無線通信を行うこと
が上記管理センタによって禁止されると判断された場合に、上記第１の所定の機能を実行
できないように制限するとともに、上記無線通信以外の第２の所定機能を実行できないよ
うに制限するようにし、
　上記第１の所定機能に関する登録処理が上記管理センタにおいて行われており、上記無
線通信を使った第１の所定機能が実行可能であると判断された場合に、上記無線通信以外
の第２の所定機能を実行可能にするようにした
　複合端末の制御方法。
【請求項４】
　請求項３記載の複合端末の制御方法において、
　上記無線通信を使った第１の所定機能に関する登録処理が行われていることの判断は、
複合端末の電源を投入した際に、無線通信用の位置登録を要求する信号を基地局に伝送し
た後に、基地局から返送される位置登録を許可するデータを受信する処理が行われている
ことの判断である
　複合端末の制御方法。
【請求項５】
　請求項３記載の複合端末の制御方法において、
　上記無線通信を使った第１の所定機能に関する登録処理が行われていることの判断は、
複合端末の位置が移動したときに、無線通信用の位置登録を要求する信号を基地局に伝送
した後に、基地局から返送される位置登録を許可するデータを受信する処理が行われてい
ることの判断である
　複合端末の制御方法。
【請求項６】
　所定の基地局との間で無線通信を行う無線通信機能と、当該無線通信以外の所定の機能
とを備える複合端末装置であって、
　所定の基地局との間で無線通信を行う無線通信手段と、
　上記無線通信手段で上記基地局に送信するデータ及び上記基地局から受信したデータの
処理を行って、上記基地局を経由して他の情報端末との無線通信を行うための第１の所定
機能の処理を行う第１のデータ処理手段と、
　上記無線通信とは関係のない第２の所定機能を実行する第２のデータ処理手段と、
　上記第１及び第２の所定機能を実行させるための操作を行う操作手段と、
　上記第１の所定機能を行うための上記無線通信手段と上記第１のデータ処理手段での処
理の実行の制御と、上記第２の所定機能を行うための上記第２のデータ処理手段での処理
の実行の制御を行う制御手段とを備え、
　上記制御手段は、無線通信用の識別データが記憶されていることにより、上記第１の所
定機能に関する登録処理が管理センタにおいて行われていると判断し、上記識別データが
記憶されていないことで、上記第１の所定機能を実行して上記他の情報端末との無線通信
を行うことが前記管理センタによって許可されないと判断された場合に、上記第１の所定
の機能を実行できないように制限するとともに、上記無線通信以外の第２の所定機能を実
行できないように制限するようにし、上記第１の所定機能に関する登録処理が上記管理セ
ンタにおいて行われており、上記無線通信を使った第１の所定機能が実行可能であると判
断された場合に、上記無線通信以外の第２の所定機能を実行可能にするようにした、
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　複合端末装置。
【請求項７】
　請求項６記載の複合端末装置において、
　上記制御手段は、上記第１の所定機能に関する登録処理が行われている場合でも、上記
無線通信手段による無線電話としての発信又は着信が行われない期間が、予め設定された
所定期間以上である場合に、上記操作手段の操作に基づく上記第２のデータ処理手段を実
行できないように制限する
　複合端末装置。
【請求項８】
　所定の基地局との間で無線通信を行う無線通信機能と、当該無線通信以外の所定の機能
とを備える複合端末装置であって、
　所定の基地局との間で無線通信を行う無線通信手段と、
　上記無線通信手段で上記基地局に送信するデータ及び上記基地局から受信したデータの
処理を行って、無線電話の発信又は着信を行うための第１の所定機能の処理を行う第１の
データ処理手段と、
　上記無線通信とは関係のない第２の所定機能を実行する第２のデータ処理手段と、
　上記第１及び第２の所定機能を実行させるための操作を行う操作手段と、
　上記第１の所定機能を行うための上記無線通信手段と上記第１のデータ処理手段での処
理の実行の制御と、上記第２の所定機能を行うための上記第２のデータ処理手段での処理
の実行の制御を行う制御手段とを備え、
　上記制御手段は、上記無線通信手段で上記基地局から当該複合端末の位置登録を拒否す
るデータを受信したことで、上記基地局を経由して他の情報端末との無線通信を行うこと
ができる第１の所定機能に関する登録処理が管理センタにおいて行われていないと判断し
、そのために、上記第１の所定機能を実行して上記他の情報端末との無線通信を行うこと
が前記管理センタによって禁止されると判断された場合に、上記第１の所定の機能を実行
できないように制限するとともに、上記無線通信以外の第２の所定機能を実行できないよ
うに制限するようにし、上記第１の所定機能に関する登録処理が上記管理センタにおいて
行われており、上記無線通信を使った第１の所定機能が実行可能であると判断された場合
に、上記無線通信以外の第２の所定機能を実行可能にする制御を行う
　複合端末装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、例えば携帯電話端末と称される無線電話装置に適用して好適な複合端末の制
御方法及び複合端末装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、無線電話装置として使用される通信端末装置に、別の機能を組み合わせて複合端末
とすることが各種行われている。即ち、一般に無線電話装置は携帯用として小型に構成さ
れて、使用者が常時携帯するものであるため、無線電話としての機能の他に、時計機能や
スケジュール管理機能などを備えて、端末装置が備える表示装置に表示させるようにした
ものがある。
【０００３】
ここで、より高機能化された複合端末として、オーディオ再生装置を携帯端末装置に内蔵
させることが提案されている。即ち、近年半導体メモリの大容量化及びオーディオデータ
の圧縮技術の向上に伴って、例えば数十分～数時間程度のオーディオデータを、メモリカ
ードが内蔵したメモリに記憶させることが可能になっている。このメモリカードを記録媒
体（記憶媒体）として使用した小型の再生装置に、ヘッドホンを取付けて、そのヘッドホ
ンでオーディオを聴取するようにしたものが既に実用化されている。
【０００４】
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このようなメモリを記録媒体として使用したオーディオ再生装置を、携帯電話端末に内蔵
させることで、携帯電話端末を通話用として使用しないときには、その端末にヘッドホン
を取付けて、オーディオを聴取することができ、携帯電話端末の用途が広がる。
【０００５】
また、携帯電話端末にオーディオ再生装置を取付けることで、例えば無線電話回線を介し
てオーディオデータをセンタから端末にダウンロードさせて、その端末に装着されたメモ
リカードにオーディオデータを記憶させることで、オーディオデータをユーザに簡単に配
信することができ、非常に便利である。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上述したような携帯電話端末にオーディオ再生装置を内蔵させて、オーディオ
データの配信サービスを行う場合には、有料でサービスを行うことが考えられる。このよ
うなサービスは、無線電話システムを運用する会社が管理を行うことになるため、利用料
金の徴収についても電話会社などが行うことが考えられる。また、例え無料でこのような
サービスを行うような場合であっても、その携帯電話端末の利用者に対する付加サービス
として行うものであるため、その電話会社に契約したユーザだけが、このサービスを受け
られるようにすることが望ましい。
【０００７】
また、携帯電話端末であるので、その端末でオーディオを再生させた回数に応じて課金を
行うような処理も可能である。即ち、例えば端末にダウンロードされたオーディオデータ
を再生させたとき、その再生したことを示すデータを無線電話会社側のセンタに電話回線
を介して送ることで、リアルタイムの課金なども可能になる。このようにして、携帯電話
端末にオーディオ再生装置を組み込むことで、音楽再生に関する著作権の保護を確実にし
た上で、サービスが可能になる。
【０００８】
一方、オーディオ再生装置が内蔵された携帯電話端末については、電話回線の契約者に販
売することになるため、その契約者であるユーザが、無線電話回線の契約を解約したとし
ても、端末そのものはユーザの手元に残ることになる。この契約が解約された端末が、オ
ーディオ再生装置として使用されてしまうと、例えばダウンロードされたオーディオデー
タの聴取が、電話会社側では管理できない状態で自由に行えることになり、著作権の保護
などの観点から好ましくない状態になってしまう。
【０００９】
また、携帯電話端末は、使用するのが好ましくない場所や状況があり、そのような場合に
は、端末の電源をオフにして、使用できないようにしている。例えば病院内においては、
携帯電話端末からの電波が医療機器を誤動作させないために、電源を切ることが推奨され
ている。従って、オーディオ再生装置が内蔵された携帯電話端末の場合にも、病院内にお
いては電源を切ることになる。ところが、端末の電源をオフにしてしまうと、端末に内蔵
されたオーディオ再生機能に同時に使用できなくなる。このため、例えば病院内の待合室
で携帯電話端末にヘッドホンを取付けて、内蔵されたオーディオ再生機能を使用して音楽
を聞くようなことは事実上不可能である。
【００１０】
なお、ここでは携帯電話端末にオーディオ再生装置を組み込んだ場合の問題について説明
したが、同様の通信端末に、無線通信とは直接的に関係がない他の機能を組み込んだ場合
にも、同様の問題がある。
【００１１】
本発明の目的は、複合端末装置に他の機能を組み込んだ場合に、その機能の動作の制限が
的確に行えるようにすることにある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、所定の基地局と複合端末との間で無線通信を行う無線通信機能と、当該無線
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通信以外の所定の機能とを備える複合端末に適用されるものであり、複合端末に無線通信
用の識別データが記憶されていることにより、基地局を経由して他の情報端末との無線通
信を行うことができる第１の所定機能に関する登録処理が管理センタにおいて行われてい
ると判断し、識別データが記憶されていないことで、第１の所定機能を実行して他の情報
端末との無線通信を行うことが前記管理センタによって許可されないと判断された場合に
、第１の所定の機能を実行できないように制限するとともに、無線通信以外の第２の所定
機能を実行できないように制限するようにし、第１の所定機能に関する登録処理が管理セ
ンタにおいて行われており、無線通信を使った第１の所定機能が実行可能であると判断さ
れた場合に、無線通信以外の第２の所定機能を実行可能にするようにしたものである。
【００１４】
　このようにしたことで、複合端末が通信用に正しく登録されている場合にだけ、その複
合端末が備える所定の機能が使用可能となる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照して、本発明の一実施の形態について説明する。
【００１８】
本例においては、例えば各種方式のデジタルデータを基地局との間で無線伝送することで
、通話やデータ通信などを行う無線電話装置（携帯電話端末）に適用したものである。そ
して、本例の携帯電話端末には、無線電話としての機能部の他に、オーディオ再生機能部
を内蔵させてある。
【００１９】
図１は、本例の携帯電話端末１００の外観の一例を示した図である。本例の携帯電話端末
１００は、第１筐体１１０と第２筐体１２０とを接合部１０１で回動自在に接合させたい
わゆる折り畳み型の携帯電話端末として構成してある。図１は、両筐体１１０，１２０を
開いた状態で示してあり、その開いたときに内側になる面の第１筐体１１０側には、携帯
電話として使用される複数のキーで構成されるキー入力部１１１が配置してある。キー入
力部１１１として用意されたキーとしては、０～９の数字や＊，＃の記号のキーや、発信
操作などを行うキーや、各種機能を設定するキーが用意されている。その機能キーの内の
１つのキー１１１ａは、電話機能を停止させて、後述するオーディオ再生機能だけを作動
させるモードを設定及び解除するためのキーとしてある。なお以下の説明では、電話機能
を停止させてオーディオ再生機能だけを作動させるモードを電話機能停止モードと称し、
キー１１１ａを電話機能停止モード設定キーと称する。この電話機能停止モードの詳細に
ついては後述する。
【００２０】
また、一部のキー１１１ｂ，１１１ｃについては、第２筐体１２０側に配置してある。さ
らに、第１筐体１１０の側面には、回転操作と押下操作とが可能なジョグダイヤル部１１
２が配置してあり、このジョグダイヤル部１１２の操作によっても各種操作が可能として
ある。ジョグダイヤル部１１２の操作によって、オーディオ再生機能を操作することも可
能としてある。
【００２１】
また、第１筐体１１０の下端部には通話用のマイクロホン１１３が配置してあり、第２筐
体１２０の上端部には通話用のスピーカ１２２が配置してあり、このマイクロホン１１３
とスピーカ１２２とを通話者の口と耳元に近づけることで通話ができるようにしてある。
第２筐体１２０の中央部には、表示部１２３を構成する表示パネルが配置してあり、数字
，文字，図形などにより、動作状態や登録された電話番号、受信した文字メールなどの電
話に関連した各種表示が可能としてある。また、後述するオーディオ再生機能に関連した
表示も可能としてある。
【００２２】
第１筐体１１０には、メモリカード装着部１１４が設けてあり、例えば筐体の側面側から
メモリカード１０を挿入させて装着できるようにしてある。本例の場合に使用可能なメモ
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リカード１０としては、例えばスティク状（細長の薄板状）に構成された樹脂パッケージ
内に不揮発性の半導体メモリを収納させたものを使用する。
【００２３】
第２筐体１２０には、上端にホイップアンテナ１２１が取付けてあり、側面部に各種端子
が配置してある。具体的には、ヘッドホンジャック１２４と、オーディオ入力ジャック１
２５と、データ通信用ポート１２６とが配置してある。ヘッドホンジャック１２４につい
ては、ヘッドホン装置に供給するオーディオ信号（音声信号）の出力部と、ヘッドホン装
置が内蔵するマイクロホンが拾った音声信号の入力部と、ヘッドホン装置に取付けられた
リモートコントロール装置と通信を行うための入出力部とが、一体化されている。データ
通信用ポート１２６については、例えばパーソナルコンピュータ装置などと接続するため
のポートであり、例えばＵＳＢ（Universal Serial Bus）と称される規格のインターフェ
ース用ポート、或いはＩＥＥＥ（The Institute of Electrical and Electronics Engine
ers ）１３９４規格のインターフェース用ポートとする。
【００２４】
ヘッドホンジャック１２４に装着されるプラグ１２１を備えたヘッドホン装置２０として
は、その信号線の途中にリモートコントロール部２２が取付けてある。このリモートコン
トロール部２２には、表示部２３と、キー２４とボリュームと、マイクロホン２６とが取
付けてある。そして、信号線の先端部には、左右のヘッドホンユニット２７Ｌ，２７Ｒが
取付けてある。
【００２５】
図２は、本例の携帯電話端末１００を閉じた状態の表面側（即ち第２筐体１２０側の面）
を示した図である。この面には、オーディオ再生のための操作を行う複数のキー１１１ｄ
と、再生音量を調整するためのボリュームキー１１１ｅが配置してある。さらに、再生さ
れたオーディオを出力させるスピーカ１４３が配置してある。このスピーカ１４３は、電
話の着信時の呼び出し音などを鳴らすためにも使用される。
【００２６】
図３は、本例の携帯電話端末１００を閉じた状態の裏面側（即ち第１筐体１１０側の面）
を示した図である。この面には、バッテリ（二次電池）の装着部１５１が設けてあると共
に、装着部１４１に装着されたメモリカード１０を取り外すためのリジェクトスイッチ１
５２が配置してある。
【００２７】
次に、本例の携帯電話端末１００の内部構成を、図４を参照して説明する。無線電話用の
回路としては、アンテナ１２１がアンテナ共用器１３１を介して受信回路１３２と送信回
路１３４に接続してある。受信回路１３２では、指示されたチャンネルの受信処理を行い
、受信回路１３２で受信された信号を、音声処理部１３３に供給して、無線伝送された音
声信号や各種データを復調して抽出し、音声信号についてはスピーカ１２２から出力させ
る。また、マイクロホン１１３が出力する音声信号を音声処理部１３３に供給して、無線
伝送用に変調するなどの処理を行い、その処理された信号を送信回路１３４で所定のチャ
ンネルの送信信号とする送信処理を行い、その送信信号をアンテナ１２１から無線送信さ
せる。これらの音声処理部１３３と受信回路１３２と送信回路１３４での処理は、中央制
御ユニット（ＣＰＵ）１３５の制御により実行される。ＣＰＵ１３５は、この携帯電話端
末内での各種信号処理を制御するマイクロプロセッサであり、オーディオ再生機能につい
ても、このＣＰＵ１３５が制御する。
【００２８】
ＣＰＵ１３５には、この端末の動作に必要な情報が記憶されるＲＯＭ１３６と、電話帳情
報などのユーザが登録した情報が記憶されるＲＡＭ１３７とが接続してあり、ＣＰＵ１３
５が随時記憶情報を読出すようにしてある。この場合、ＲＯＭ１３６は、所定の処理を行
ったとき一部の記憶データの書換えが可能なフラッシュメモリとしてあり、電話機能に関
する登録情報を書き込ますようにしてある。このＲＯＭ１３６に記憶される電話機能に関
する登録情報としては、この電話端末に固有の識別番号であるＩＤデータや、無線電話会
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社への契約の有無の情報や、契約を行った場合には、電話会社から付与された電話番号の
情報などがある。また、オーディオ再生機能に関する契約が必要な場合には、その契約に
関する情報をＲＯＭ１３６に書き込ませるようにしても良い。
【００２９】
キー入力部１１１やジョグダイヤル部１１２を操作した情報は、ＣＰＵ１３５に供給され
、ＣＰＵ１３５がその操作情報に基づいた動作を実行させるようにしてある。キー入力部
１１１には、図１に示した電話機能停止モード設定キー１１１ａなどの各種キーが含まれ
る。表示部１２３での表示についても、ＣＰＵ１３５が制御する。
【００３０】
ここまで説明した構成は、基本的には電話機能に関連した構成である。なお、図４に示し
たアンテナ共用器１３１と受信回路１３２と音声処理部１３３と送信回路１３４を、ここ
では電話処理部１００ａと称する。
【００３１】
次に、オーディオ再生機能に関した構成について説明すると、本例の場合には、オーディ
オデータを所定の方式（例えばＡＴＲＡＣＫ３方式）で圧縮されたデータを、メモリカー
ド１０に記憶させるようにしてある。このオーディオデータが記憶されたメモリカード１
０がメモリカード装着部１１４に装着されたとき、メモリカード１０の記憶データが、Ｃ
ＰＵ１３５の制御によりデコーダ１３８に供給され、デコーダ１３８で圧縮されたデータ
の逆圧縮処理を行って元のデータに戻し、戻されたデータをデジタル・アナログ変換器１
３９に供給して、アナログオーディオ信号とし、その変換されたオーディオ信号を出力端
子１２４ａに供給する。この出力端子１２４ａは、図１に示すヘッドホンジャック１２４
の内部に配された端子である。
【００３２】
出力端子１２４ａに得られる信号には、デジタル・アナログ変換器１３９の出力と、音声
処理部１３３からの通話用音声の出力とが、加算器１４０で加算されて供給されるように
してあり、電話端末として通話を行っている際には、ヘッドホン装置２０で通話用音声を
聞き取ることもできるようにしてある。そして、出力端子１２４ａに接続されたヘッドホ
ン装置にそのオーディオ信号を供給して出力させる。なお、デジタル・アナログ変換器１
３９の出力に対して、増幅などのアナログ信号処理を行う場合もある。
【００３３】
また、デジタル・アナログ変換器１３９が出力するオーディオ信号を、増幅器１４２を介
して端末の表面に取付けられたスピーカ１４３に供給して出力させることも可能としてあ
る。デジタル・アナログ変換器１３９の出力系統の選択は、ＣＰＵ１３５により制御され
る。
【００３４】
本例のオーディオ再生機能部は、入力したオーディオ信号（又は音声信号）を、装着され
たメモリカード１０に記録（記憶）させる機能も備える。この記録機能のために、デジタ
ルオーディオデータの入力端子１２５を備えて、その入力端子１２５に得られるオーディ
オデータを、デコーダ１３８に供給する。本例のデコーダ１３８は、この記録用に入力デ
ータをエンコードするエンコーダとしての機能も可能としてあり、ＣＰＵ１３５の制御で
エンコードされたデータを、メモリカード装着部１１４に装着されたメモリカード１０に
記憶させるようにしてある。なお、デコーダ１３８でのデコード処理やエンコード処理は
、ここでは音楽などのオーディオデータを処理するのに適した方式の処理としてある。
【００３５】
図１に示すヘッドホンジャック１２４は、図４に示す出力端子１２４ａの他に、ヘッドホ
ンに内蔵されたマイクロホンからの音声信号の入力端子１２４ｂと、リモートコントロー
ル用の入出力端子１２４ｃとを備える。入力端子１２４ｂに得られる音声信号については
、アナログ／デジタル変換器１４１を介してデコーダ１３８に供給し、オーディオデータ
の場合と同様にエンコードして、メモリカード１０に記憶させることもできるようにして
ある。また、入力端子１２４ｂに得られるマイクロホンからの音声信号については、音声
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処理部１３３に供給して、マイクロホン１１３から入力した音声と同様に、通話用音声と
して処理できるようにしてある。リモートコントロール用の入出力端子１２４ｃは、ＣＰ
Ｕ１３５が、ヘッドホン装置２０内のリモートコントロール部２２と通信を行うための端
子であり、リモートコントロール部２２内の表示部２３での表示をＣＰＵ１３５が制御す
ると共に、キー２４の操作情報などをＣＰＵ１３５が判断する。なお、リモートコントロ
ール用の信号をオーディオ信号（音声信号）に重畳して、リモートコントロール用の入出
力端子１２４ｃを出力端子１２４ａと共通の端子とすることも可能である。なお、図４に
示したデコーダ（エンコーダ）１３８とデジタル／アナログ変換器１３９とアナログ／デ
ジタル変換器１４１を、ここでは録音再生部１００ｂと称する。
【００３６】
また、本例の携帯電話端末１００は、パーソナルコンピュータ装置などの情報機器と通信
を行うためのデータ通信用ポート１２６を備えて、そのポート１２６にインターフェース
部１４４が接続してあり、インターフェース部１４４を介してポート１２６と接続された
相手側の機器と、ＣＰＵ１３５及びデコーダ１３８が通信をできるようにしてある。この
ポート１２６を使用した外部の機器との通信では、例えば外部の機器からポート１２６に
供給されるオーディオデータを、デコーダ１３８に供給して、記録（記憶）用に圧縮して
、メモリカード装着部１１４に装着されたメモリカード１０にそのデータを記憶させたり
、或いはメモリカード１０に記憶されたオーディオデータを、デコーダ１３８で逆圧縮し
、そのデータをポート１２６に接続された機器に供給すること等が可能である。また、無
線電話回線を経由してこの端末が受信したデータを、ＣＰＵ１３５の制御でポート１２６
に供給して、外部の機器に供給したり、逆に外部の機器からポート１２６に得られるデー
タを、ＣＰＵ１３５の制御で無線電話回線側に送出させることもできる。
【００３７】
また、無線電話回線を経由してこの端末の受信回路１３２が受信したオーディオデータな
どの各種データを、ＣＰＵ１３５の制御で、メモリカード１１４に記憶させることも可能
としてある。この場合、受信したデータが既に記憶用にエンコードされたデータである場
合、デコーダ１３８でのエンコード処理を省略してメモリに書き込ませても良い。
【００３８】
このようにして、本例の携帯電話端末には、オーディオデータや音声データを記録（記憶
）し再生する機能部が内蔵されている。なお、本例の場合には、メモリカード１０が装着
部１１４から着脱自在であるので、例えば他のオーディオ機器でオーディオデータを記憶
させたメモリカード１０を、本例の携帯電話端末１００に装着して、再生させることも可
能である。
【００３９】
ここで本実施の形態においては、この携帯電話端末が内蔵した再生機能部の動作を、電話
端末としての動作に関連して制限するようにしてある。以下、その動作の制限処理の例に
ついて説明する。図５は、再生機能部の動作制限処理の一例を示したフローチャートであ
る。端末内での動作を制御するＣＰＵ１３５では、ヘッドホン装置２０に取付けられたリ
モートコントロール部２２又は端末１００に取付けられたキー入力部１１１などの操作で
、オーディオや音声の再生又は記録に関する操作があるか否か判断する（ステップＳ１１
）。ここで、該当する操作が行われたと判断したとき、ＣＰＵ１３５に接続されたＲＯＭ
１３６に電話登録に関する情報の記憶があるか否か判断する（ステップＳ１２）。ここで
の判断としては、例えばこの端末装置に割り当てられた電話番号情報の記憶があるか否か
判断する。或いは、直接登録の有無に関する情報がある場合には、その登録の有無の情報
から判断する。
【００４０】
ステップＳ１２の判断で、登録がないと判断したときには、例えば携帯電話端末１００の
表示部１２３やリモートコントロール部２２の表示部２３に、オーディオ再生（記録）機
能が無効であることを表示させ、メモリカード１０に記憶されたデータの再生処理（記録
処理）をＣＰＵ１３５が実行させないように制限させる（ステップＳ１３）。このときの
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表示部１２３での表示としては、例えば図６に示すように、「オーディオ機能は使えませ
ん」などと表示させる。
【００４１】
また、ステップＳ１２の判断で、電話に関する登録がある端末であると判断した場合には
、端末１００に内蔵された二次電池の残量が、オーディオ再生又は記録が可能な残量以上
であるか否か判断する（ステップＳ１４）。ここでは、残量が３０％以上であるとき、再
生や記録が可能であるものとし、それ以下の残量である場合には、電話の発信や着信のた
めに必要な電池残量であるものとして、端末の再生機能部は作動させないようにしてある
。ステップＳ１４の判断で、再生又は記録が可能な残量以下であると判断したときには、
例えば携帯電話端末１００の表示部１２３に、電池残量不足でオーディオ再生（記録）が
行えないことを表示させ、メモリカード１０に記憶されたデータの再生処理（記録処理）
をＣＰＵ１３５が実行させないように制限させる（ステップＳ１５）。
【００４２】
ステップＳ１４の判断で、電池残量が十分であると判断した場合には、ステップＳ１１で
判断した操作よる再生動作又は記録動作を開始させる（ステップＳ１６）。
【００４３】
このようにして、携帯電話端末１００が内蔵した再生（記録）機能部の動作を制限させる
ことで、この携帯電話端末１００が電話会社などに契約されていない端末装置である場合
に、端末装置が再生装置や記録装置として使用されることがなく、携帯電話端末を管理す
る電話会社側で、端末１００に組み込まれた機能を適切に管理できるようになる。
【００４４】
図５に示した例では、携帯電話端末１００での登録情報の記憶の有無に基づいて機能制限
を行うようにしたが、無線電話回線（ここでの無線電話回線には制御データなどをやり取
りする回線についても含む）を介して端末１００が受信した情報に基づいて、機能制限を
行うようにしても良い。図７は、この場合の動作例を示したフローチャートであり、図５
のフローチャートのステップＳ１２での判断を、ステップＳ２１に示したオーディオ機能
が無効となる情報の受信があったか否かの判断に変えてある。そして、このステップＳ２
１で、オーディオ機能が無効となる情報の受信があったと判断したとき、ステップＳ１３
に移って、例えば携帯電話端末１００の表示部１２３やリモートコントロール部２２の表
示部２３に、オーディオ再生（記録）機能が無効であることを表示させ、メモリカード１
０に記憶されたデータの再生処理（記録処理）をＣＰＵ１３５が実行させないように制限
させる。そして、ステップＳ２１で、オーディオ機能が無効となる情報の受信がないと判
断したとき、ステップＳ１４に移って、電池残量が一定量以上あるとき、再生又は記録の
動作を実行させる。
【００４５】
ステップＳ２１でのオーディオ機能が無効となる情報の受信としては、例えば携帯電話端
末１００を位置登録させるために、無線電話システムの基地局側に位置登録要求信号を伝
送させたとき、その要求に対する返送で、位置登録を拒否するリジェクト信号を受信した
とき、そのリジェクト信号をオーディオ機能が無効となる情報として判断するようにして
も良い。
【００４６】
このリジェクト信号が受信される状態の例を、図８に示すと、例えば無線電話会社に契約
されていた携帯電話端末１００を、その電話会社の取扱店に持っていって、その契約の解
約処理を行ったとする（ステップＳ５１）。このとき、電話端末１００に記憶されている
契約情報（電話番号情報）を消去する処理は、行わなくても良い。この契約の解約処理を
行った取扱店では、電話会社の管理センタに、該当するＩＤ番号の携帯電話端末１００が
解約されたことを通知する。この通知があった後は、電話会社の管理センタでは、同じＩ
Ｄ番号の携帯電話端末１００から位置登録要求信号の伝送（ステップＳ５３）があったと
き、そのＩＤ番号の端末は契約されていない端末であると判断して、端末に対して位置登
録を拒否するリジェクト信号を伝送し（ステップＳ５４）、その信号を受信した端末では
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、無線電話端末としての発信や着信ができない状態になる。
【００４７】
なお、ステップＳ５３での位置登録要求信号の伝送は、例えば携帯電話端末１００の電源
を投入させたときに、その電源投入時の初期動作として実行させる。また、電源投入後の
動作中において、端末の現在位置が変化して、端末１００で受信する基地局のＩＤが変化
した場合において、位置登録要求信号を伝送させる場合がある。また、図８の例では、ユ
ーザが解約を申し出た場合の処理としたが、特定の端末１００のユーザが不正使用（又は
電話料金の未払い）していると電話会社側が判断した場合に、該当するＩＤ番号の携帯電
話端末１００が解約されたものとしてセンタ側が扱うようにして、機能制限させるように
しても良い。
【００４８】
このようにして、無線通信で端末が受信したデータに基づいて端末内の再生（記録）機能
部の動作を制限させることで、この携帯電話端末１００内のフラッシュメモリに記憶され
た情報などを書き換えることなく、携帯電話端末を管理する電話会社側だけでの処理で、
端末１００に組み込まれた機能を適切に管理できるようになる。
【００４９】
また、ここまでの例では、端末１００側で記憶データや受信データに基づいて契約がない
と積極的に判断できる例としたが、単に端末１００での使用状態から機能制限を行うよう
にしても良い。図９は、この場合の動作例を示したフローチャートであり、図５のフロー
チャートのステップＳ１２での判断を、ステップＳ３１に示した、無線電話としての発信
又は着信が所定期間以上（ここでは３０日以上）無いか有るかの判断に変えてある。そし
て、このステップＳ３１で、３０日以上電話としての発信又は着信が無いと判断したとき
、ステップＳ１３に移って、例えば携帯電話端末１００の表示部１２３やリモートコント
ロール部２２の表示部２３に、オーディオ再生（記録）機能が無効であることを表示させ
、メモリカード１０に記憶されたデータの再生処理（記録処理）をＣＰＵ１３５が実行さ
せないように制限させる。そして、ステップＳ３１で、３０日以内に無線電話としての発
信又は着信があると判断した場合には、ステップＳ１４に移って、電池残量が一定量以上
あるとき、再生又は記録の動作を実行させる。
【００５０】
この図９のフローチャートの処理の場合におけるステップＳ１３での表示例としては、例
えば図１０に示すように、「オーディオ機能がロックされています　電話をかけるとロッ
クが解除されます」と表示させて、電話としての使用があるとオーディオ機能の制限が解
除されることをユーザに告知するようにしても良い。
【００５１】
このようにして、端末そのものでの使用状態だけから端末内の再生（記録）機能部の動作
を制限させることでも、端末１００に組み込まれた機能を適切に管理できるようになる。
即ち、上述した例では電話端末としての契約が解除されてから３０日を経過した後に、こ
の端末に組み込まれたオーディオの再生機能部が使用できなくなり、契約のない端末で再
生機能部が無制限に使用されることがなくなる。
【００５２】
次に、本実施の形態の無線電話端末１００が備える電話機能停止モードについて説明する
。既に説明したように本例の無線電話装置（端末）には、記録再生部１００ｂとその周辺
回路で構成されるオーディオの再生機能部が内蔵させてあり、電話機能停止モード設定キ
ー１１１ａ（図１参照）を操作したときには、無線通信機能である無線電話機能だけを停
止させることができるようにしてある。この部分的に機能を停止させるモードの設定は、
例えば無線電話端末内の各部の動作を制御するＣＰＵ１３５による制御で実現する。
【００５３】
図１１のフローチャートは、ＣＰＵ１３５の制御で電話機能停止モードを設定させる際の
動作例を示したものである。この例では、電話機能停止モード設定キー１１１ａが操作さ
れて、該当するモードを設定させるユーザ操作が行われたことをＣＰＵ１３５が判断した
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とき（ステップＳ４１）、現在の動作状況が、記録再生部１００ｂを使用してメモリカー
ド１０に記憶された音楽（又は音声）の再生中であるか否か判断する（ステップＳ４２）
。ここで、再生中であると判断したときには、電話処理部１００ａでの無線電話の待ち受
け処理をオフ状態として（ステップＳ４３）、基地局と無線通信を行わないように制御す
る。そして、音楽の再生を続行させる（ステップＳ４４）。
【００５４】
またステップＳ４２で音楽（又は音声）の再生中でないと判断したときには、このときの
電話機能停止モードが、音楽再生可能なモードであるか否か判断する（ステップＳ４５）
。ここで、電話機能停止モードについて、音楽再生機能についても停止させるモードとし
て予めユーザ等による登録操作などで設定されている場合には、ＣＰＵ１３５の制御で、
記録再生部１００ｂを使用した音楽の再生機能についてもオフ状態とする（ステップＳ４
６）。そして、ステップＳ４５で音楽再生可能なモードであると判断した場合と、ステッ
プＳ４６での処理が行われた後には、電話処理部１００ａでの無線電話の待ち受け処理を
オフ状態として（ステップＳ４７）、基地局と無線通信を行わないように制御する。
【００５５】
また、この電話機能停止モードが設定された状況で、電話機能停止モード設定キー１１１
ａが操作された場合には、そのモードを設定させる際にオフ状態とした機能部をオン状態
とする。なお、例えば電話機能停止モードが設定された状況のままで、この無線電話端末
１００の電源キーが操作されて、端末１００全体の電源がオフ状態になった場合には、そ
の後の電源キーの操作で電源を再度投入させたとき、電話機能停止モードが解除されるよ
うにする。或いは、電源を再投入時にも、電話機能停止モードが設定されたままとなるよ
うにしても良い。これらの電源再投入時のモード設定状況については、例えばユーザ設定
で予めいずれかの処理を選択して登録できるようにしても良い。
【００５６】
図１２は、図１１のフローチャートに示した電話処理部１００ａでの電話機能のオン・オ
フ制御と、記録再生部１００ｂのオン・オフ制御とを、ＣＰＵ１３５の制御で実現する構
成の例を示したものである。この例では、電源回路１６１からの電源電圧の各部１００ａ
，１００ｂへの供給の制御で、各部の動作の実行及び停止を制御するようにしたものであ
る。具体的には、電源回路１６１から電話処理部１００ａへの電源供給路に電源供給スイ
ッチ１６２を設け、電源回路１６１から記録再生部１００ｂへの電源供給路に電源供給ス
イッチ１６３を設け、両電源供給スイッチ１６２，１６３のオン・オフをＣＰＵ１３５が
モード設定状況に基づいて制御するようにしてある。なお、電源回路１６１は、例えば端
末１００に内蔵された電池から取り出した電源を、端末１００内の各回路を作動させるた
めの電圧に変換する回路である。このようにすることで、ＣＰＵ１３５の制御に基づいて
モードを良好に設定することができる。電話機能停止モードが設定されたときには、この
端末１００での待ち受けや発信ができない状況になる。
【００５７】
図１３は、ＣＰＵ１３５を使用しないでモード設定を行う場合の構成の一例を示したもの
である。この例では、例えば電話機能停止モード設定キー１１１ａの押圧に連続して切換
わるモード切換スイッチ１６４を設ける。このスイッチ１６４とキー１１１ａの関係とし
ては、例えばキー１１１ａを押圧する毎に、可動接点１６４ｍが一方の固定接点１６４ａ
と他方の固定接点１６４ｂとの間での切換わりを繰り返す構成とする。
【００５８】
そして、モード切換スイッチ１６４の可動接点１６４ｍに電源回路１６１から得られる電
源を、スイッチ１６４の切換えにより選択的に電源供給スイッチ１６２及び１６３の制御
端子に動作電圧として供給する構成としたものである。具体的には、例えばモード切換ス
イッチ１６４の可動接点１６４ｍが一方の固定接点１６４ａと接続しているとき、ダイオ
ードＤ１を介してスイッチ１６２をオン状態とする電圧信号を供給し、ダイオードＤ２を
介してスイッチ１６３をオン状態とする電圧信号を供給する。従って、この状態では電話
処理部１００ａと記録再生部１００ｂの双方に電源が供給されて、双方の処理部１００ａ
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，１００ｂが作動する。そして、モード切換スイッチ１６４の可動接点１６４ｍが他方の
固定接点１６４ｂと接続しているとき、ダイオードＤ３を介してスイッチ１６３だけをオ
ン状態とする電圧信号を供給する。従って、この状態では記録再生部１００ｂにだけ電源
が供給されて、電話処理部１００ａは作動しなくなる。
【００５９】
このようにして、スイッチの切換え制御を行う構成によって、記録再生部１００ｂにだけ
電源を供給して作動させるモードを設定できるようにしても良い。
【００６０】
また、ここまでの説明では、電話機能停止モードを設定させたとき、電話処理部１００ａ
を構成する回路の動作を全て停止させるようにしたが、一部の回路の動作だけを停止させ
ても良い。具体的には、電話機能停止モードは、基本的には無線電話端末１００から電波
を発信させることができない状況のときに使用するモードであるので、電波を出力させる
動作を行う回路だけを停止させても良い。
【００６１】
図１４は、この一部の回路の動作だけを停止させる場合の構成例を示した図である。この
例では、送信回路１３４を、電源回路１６１からの電源で作動するようにし、送信回路１
３４内の増幅回路１３４ｃへの電源の供給路に、ＣＰＵ１３５によりオン・オフ制御でき
る電源供給スイッチ１６５を設けたものである。即ち、送信回路１３４としては、例えば
図１４に示すように、送信データを変調する変調回路１３４ａと、その変調された送信信
号を送信チャンネルに周波数変換する周波数変換回路１３４ｂと、その周波数変換回路１
３４ｂで周波数変換された送信信号を送信用の出力に増幅する増幅回路１３４ｃとを設け
て、増幅回路１３４ｃの出力をアンテナ共用器１３１を介してアンテナ１２１に供給する
構成とする。そして、電話機能停止モードが設定されたとき、増幅回路１３４ｃへの電源
の供給だけを停止させて、送信回路１３４内の他の回路１３４ａ，１３４ｂについては電
源を供給したままとする。また図１４には図示しないが、受信回路１３２及び音声処理部
１３３（図１参照）についても電源を供給したままとする。
【００６２】
このように構成することで、電話機能停止モードを設定したとき、増幅回路１３４ｃから
アンテナ共用器１３１を介したアンテナ１２１への送信信号の供給がなくなり、この端末
１００からの電波の信号がなくなる。そして、その他の送信処理や受信処理を行う回路に
ついては、電源が供給されたままであるので、例えば電話機能停止モードを解除させたと
き、直ちに送信や受信ができる状況にすることができる。なお、電話機能停止モードを設
定させた状況で、図１に示す受信回路１３２や音声処理部１３３を作動させたままとして
おくことで、例えば基地局からの伝送される信号を受信する処理だけは可能となる。従っ
て、この例の場合には、電話機能停止モードを設定させた状況であっても、例えばこの端
末１００の現在位置が、通信エリア内であるか否かの判断と、その判断に基づいた圏内表
示などを行うことは可能である。
【００６３】
なお、図１４の例では、送信回路１３４内の最終段の増幅回路１３４ｃへの電源供給だけ
を制御するようにしたが、送信回路１３４内のその他の回路が備える増幅回路（図示せず
）などへの電源供給を同様に制御しても良い。
【００６４】
また、電話機能停止モードを設定させたときには、送信回路１３４内の全ての回路への電
源の供給だけを停止させて、受信回路１３２や音声処理部１３３への電源の供給を行うよ
うにしても良い。このようにしても、図１４に示した場合と同様に、受信機能だけを作動
させておくことができる。
【００６５】
なお、受信回路１３２を作動させて、受信回路１３２内で高周波処理を行うことによって
、若干の高周波信号が端末の外部に漏れる場合に、その高周波信号の漏れが問題になる場
合には、電話機能停止モードを設定させたとき、受信回路１３２についても電源の供給を
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オフにする等して、受信処理を停止させるようにしても良い。
【００６６】
なお、ここまでの説明では、装着されたメモリカードには、オーディオデータを記録（記
憶）させて、その記録されたオーディオデータを再生するようにしたが、携帯電話端末が
内蔵したマイクロホンが収録した音声データや、電話として使用中の通話音声のデータを
、メモリカード内のメモリに記憶させて、必要なときに再生する音声記録再生装置として
も良い。この場合、記憶させるデータの処理としては、音楽などのオーディオデータを記
憶させる場合のエンコード処理（圧縮処理）とデコード処理（逆圧縮処理）と同じでも良
いが、会話用音声に適したより圧縮率の高いエンコード処理やデコード処理を行うように
しても良い。
【００６７】
また、上述した実施の形態では、携帯電話端末の登録状況や使用状況に基づいた機能制限
処理として、端末に組み込まれたオーディオの記録再生機能を、全て制限するようにした
が、その記録再生機能の内の一部だけを、電話としての契約などに基づいて制限するよう
にしても良い。例えば、無線電話回線を介して所定のセンタから端末１００にダウンロー
ドさせてメモリカード１０内のメモリに記憶させたオーディオデータの再生だけを、電話
としての契約に基づいて制限し、他の機器でメモリカード１０に記憶させたオーディオの
再生については、電話としての契約の有無によっては制限しないようにしても良い。この
場合、メモリカード１０に電話回線を介してダウンロードさせたオーディオデータを記憶
させた際には、そのことを示す情報を付加して記憶させておけば良い。
【００６８】
また、上述した実施の形態では、使用される記録媒体（記憶媒体）としてメモリカードを
使用したが、他の記録媒体を使用しても良い。また、メモリを記憶媒体として使用する場
合に、そのメモリが端末装置内に予め組み込まれたものを使用して、交換できないように
しても良い。
【００６９】
また、上述した実施の形態では、オーディオデータや音声データの再生機能や記録（記憶
）機能を電話端末装置に組み込むようにしたが、その他の機能を電話端末装置に組み込む
ようにした場合にも、その組み込まれた機能を同様に制御しても良い。例えば、オーディ
オデータの代わりに、画像データやゲームプログラムなどをメモリに記憶させて、その再
生機能（実行機能）を端末装置に組み込んだ場合に、その画像の再生機能やゲームの実行
機能の制限を同様の処理で行うようにしても良い。
【００７０】
また例えば、電話機能停止モードを設ける場合にも、そのモード設定時に、端末装置に組
み込まれた記録再生機能部以外の機能部を作動させて、電話機能部を停止させるようにし
ても良い。例えば、図１５に示すように、無線通信端末内に、電話処理部１００ａの他に
、メールデータ処理部１００ｃを設けて、そのメールデータ処理部１００ｃで、受信した
文字や画像のメールデータの表示や編集、メールデータとして送信するための文字や画像
の入力などを行う構成とした場合に、電源回路１６１から電話処理部１００ａへの電源供
給路に電源供給スイッチ１６２を設け、電源回路１６１からメールデータ処理部１００ｃ
への電源供給路に電源供給スイッチ１６３を設けて、両スイッチ１６２，１６３の制御を
、図１２の例の場合と同様に、電話機能停止モードの設定状況に応じてＣＰＵ１３５が制
御するようにしても良い。この図１５に示すように構成することで、この端末の無線電話
機能を停止させた状態（待ち受けや発信ができない状態）で、表示部での文字メールなど
の表示や入力などは可能になる。
【００７１】
さらに、無線通信端末に、インターネットなどのブラウザの閲覧機能部を内蔵させて、電
話機能停止モードを設定したとき、その閲覧機能部に受信して蓄積されたデータの表示だ
けは可能として、電話機能部を停止させるようにしても良い。この場合には、電話機能停
止モードの設定中には、そのモードを設定する前に蓄積したデータの表示だけが可能であ
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り、電話機能部で受信したデータをリアルタイムに表示させる場合には、電話機能停止モ
ードを解除させる必要がある。
【００７２】
また、上述した実施の形態では、電話機能停止モードを設定したとき、動作を停止させる
回路への電源の供給の制御により動作を停止させる処理を説明したが、その他の方法によ
り動作を停止させるようにしても良い。例えば、電源は供給したままで、ＣＰＵなどの制
御により作動しないように規制するようにしても良い。
【００７３】
また、上述した実施の形態では、通信端末として無線電話回線を使用する携帯電話端末と
したが、通信回線を運用するシステム側に登録された特定の端末装置だけが使用できる通
信システムにおいて、各端末装置が備える通信機能以外の機能を、同様に制御しても良い
。
【００７４】
【発明の効果】
　本発明によると、複合端末が無線通信を使った第１の所定機能に関して正しく登録され
ている場合にだけ、その複合端末が備える第２の所定機能が使用可能となり、複合端末を
管理する側でその複合端末での所定の機能部の使用の管理が適切に行えるようになる。
【００７５】
この場合、所定の識別データが端末内に登録されているとき、所定の機能部の使用を可能
とし、登録されていないとき、使用を制限することで、識別データに基づいて簡単に管理
できるようになる。
【００７６】
また、この登録に関する処理として、基地局から伝送される制御データを受信して登録さ
れているとき、所定の機能部の使用を可能とし、登録されていないとき、使用を制限する
ことで、基地局からの制御データに基づいた確実な登録処理が可能になる。
【００７７】
　また、上述した登録に関する処理として、複合端末の電源を投入した際に、無線電話用
の位置登録を要求する信号を基地局に伝送した後に、基地局から返送される位置登録を許
可するデータを受信して登録されているとき、第２の所定機能の使用を可能とし、許可す
るデータが受信されず登録されていないとき、使用を制限することで、複合端末の電源投
入時の通信処理を使用した確実な登録処理が可能になる。
【００７８】
　また、上述した登録に関する処理として、複合端末の位置が移動したときに、無線電話
用の位置登録を要求する信号を基地局に伝送した後に、基地局から返送される位置登録を
許可するデータを受信して登録されているとき、第２の所定機能の使用を可能とし、許可
するデータが受信されず登録されていないとき、使用を制限することで、複合端末の使用
態様に基づいた確実な登録処理が可能になる。
【００７９】
　さらに、通信に関する登録処理が行われている場合であっても、更に基地局との通信に
よる無線電話としての発信又は着信が行われない期間が、予め設定された所定期間以上で
あるとき、第２の所定機能を実行する処理を制限するようにしたことで、通信端末の不正
使用時などにおける確実な使用制限が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態による端末装置の例（開いた状態）を示す斜視図である。
【図２】図１に示した例の端末装置を閉じた状態の表面の例を示す斜視図である。
【図３】図１に示した例の端末装置を閉じた状態の裏面の例を示す斜視図である。
【図４】本発明の一実施の形態による端末装置の内部構成の例を示すブロック図である。
【図５】本発明の一実施の形態による操作時の動作処理の１つの例を示すフローチャート
である。
【図６】図５の例による表示例を示す説明図である。
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【図７】本発明の一実施の形態による操作時の動作処理の他の例を示すフローチャートで
ある。
【図８】図７の例による受信処理例を示すタイミング図である。
【図９】本発明の一実施の形態による操作時の動作処理のさらに他の例を示すフローチャ
ートである。
【図１０】図９の例による表示例を示す説明図である。
【図１１】本発明の一実施の形態による電話機能停止モード設定時の処理例を示すフロー
チャートである。
【図１２】本発明の一実施の形態による電話機能停止モードを実現する電源供給構成の一
例を示すブロック図である。
【図１３】本発明の一実施の形態による電話機能停止モードを実現する電源供給構成の他
の例を示すブロック図である。
【図１４】本発明の一実施の形態による電話機能停止モードを実現する電源供給構成のさ
らに他の例を示すブロック図である。
【図１５】本発明の一実施の形態による処理を、他の構成の端末に適用した例を示すブロ
ック図である。
【符号の説明】
１０…メモリカード、２０…ヘッドホン装置、２２…リモートコントロール部、２３…表
示部、２４…キー、２５…ボリューム、２６…マイクロホン、１００…携帯電話端末、１
００ａ…電話処理部、１００ｂ…録音再生処理部、１００ｃ…メールデータ処理部、１１
０…第１筐体、１１１…キー入力部、１１１ａ…電話機能停止モード設定キー、１１３…
マイクロホン、１１４…メモリカード装着部、１２０…第２筐体、１２１…アンテナ、１
２２…スピーカ、１２３…表示部、１２４…ヘッドホンジャック、１２５…オーディオ入
力ジャック、１２６…データ通信用ポート、１３２…受信回路、１３３…音声処理部、１
３４…送信回路、１３５…中央制御ユニット（ＣＰＵ）、１３８…デコーダ（エンコーダ
）、１３９…デジタル・アナログ変換器、１４１…アナログ／デジタル変換器、１６１…
電源回路、１６２，１６３，１６５…電源供給スイッチ、１６４…モード切換スイッチ
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